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法務省人検第232号

平成28年8月10日

内閣総理大臣殿

法務大

下記のとおり人事異動を実施したいので，閣議の上，発令方願います。

． なお，本件は，平成28年9月1日限りで定年退官予定の大阪高等検察庁検

事長伊丹俊彦の後任に同月5日付けで仙台高等検察庁検事長寺脇一峰を，その

後任に法務事務次官稲田伸夫を， また，検事総長大野恒太郎の退官に伴い,そ

の後任に東京高等検察庁検事長西川克行を，その後任に名古屋高等検察庁検事

長田内正宏を，その後任に次長検事青沼隆之を，その後任に東京地方検察庁検

事正八木宏幸を， また，福岡高等検察庁検事長松井巌の退官に伴い，その後任

に公安調査庁長官野々上尚を， また，広島高等検察庁検事長長谷川充弘の退官

に伴い， その後任に高松高等検察庁検事長酒井邦彦を，その後任に横浜地方検

察庁検事正齊藤雄彦をそれぞれ充てようとするものであります。

記

東京高等検察庁検事長 検 事 長 西川克行

検事総長に任命する

東京地方検察庁検事正 検 事 八木宏幸

次長検事に任命する

法務事務次官 稲田伸夫

次長検事 青沼隆之

公安調査庁長官 検 事 野々上 尚

横浜地方検察庁検事正 検 事 齊藤雄彦

検事長に任命する

検事総長 大野恒太郎

福岡高等検察庁検事長 検 事 長 松井 巖

I

I

|法務省’



検 事 長 長谷川充弘広島高等検察庁検事長

願に依り本官を免ずる

(平成28年9月5日付け）

| 法務省I
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成
六

－－

年

ﾆ 一 一

〃 八
1

一 一 一一

二 〃 七 九 四
月

一
一 一
ハ 〃

巳 △ ユ

〃

一

七

一

七■ 一 日

法
務
省
大
臣
官
房
人
事
課
長
に
充
て
る

法
務
省
刑
事
局
総
務
課
長
に
充
て
る

法
務
省

除
す
る

内
閣
法
制
局

内
閣
法
制
局
参
事
官
（
第
一
部
司
法
制
度
改
革
法
制
室
、
第
二
部
）
の
併
任
を
解

法
務
省
刑
事
局
公
安
課
長
に
充
て
る

法
務
省

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

第
一
部
司
法
制
度
改
革
法
制
室
に
併
任
す
る

〃

内
閣
法
制
局
参
事
官
（
第
二
部
）
に
併
任
す
る

内
閣
法
制
局

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

〃

西
条
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

〃 .〃

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
入
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省

○
け
缶

西
条
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

■

の

西
条
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

松
山
地
方
検
察
庁
西
条
支
部
長
を
命
ず
る

松
山
地
方
検
察
庁
西
条
支
部
勤
務
を
命
ず
る

1

1

事

項

－

庁

名

法 務 省
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倫
理
監
督
官
を
命
ず
る
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一

一
一
ハ

一

九

法
務
事
務
次
官
に
任
命
す
る

〃

〃

三G－一△

一
一
ハ

法
務
省
大
臣
官
房
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

か
ね
て
法
務
省
大
臣
官
房
長
に
充
て
る

－

一
一
一
一
一

旦 9ロ

八
E ■■

一
一

法
務
省
刑
事
局
長
に
充
て
る

ロ■

■■

法
務
省
大
臣
官
房
長
に
充
て
る

〃

■■

△

○
ロ■

一

七
■ ロロ

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

■■

ロ

-- ロ

法
務
省
人
事
管
理
官
を
免
ず
る

＝

○
■■■■ﾛ■■■■■■■
一一三F

ﾆ 一

一

｛
ハ

法
務
省
人
事
管
理
官
を
命
ず
る

山
形
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

一一ー

ー国司ー

戸ー

法
務
省
大
臣
官
房
人
事
課
長
に
充
て
る

－

平
成
一

九

ー

○

可

一

r

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

‐

法
務
省
人
事
管
理
官
を
命
ず
る

年

’ 月
日

事

項

〃 〃

一一

〃 〃 〃

法
務
省

庁
名
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伸
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本
籍

出
生
地

現
住
所

平
成 年

一
月
一
日
一

月

両|要
一
○
、
一

ユ
ノ
ー

ー
ハ
ー
ニ

五
八

五
七
五
五

一一

五
一
一
一六

一
四
一
一

〃〃

Ⅱ

I

四に四
《
▲
草

』
一
章

一
』
』

凸
◇
』四’三' 三’三八 〃〃

｜

｜
’

秀|壷'三
二

八

一
一
一 八〃
一

一

｜
中
央
大
学
法
学
部
卒
業

福
岡
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

福
島
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

外
務
事
務
官
（
国
際
連
合
局
）
に
併
任
す
る

国
際
連
合
局
の
併
任
は
終
了
し
た

総
合
外
交
政
策
局
に
併
任
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

福
島
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

事

出
生
年
月
日

氏旧

項
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名 名
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お
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司
法
試
験
管
理
委
員
会

一
最
高
裁
判
所

法
務
省
一

外
務
省

法
務
省

庁
二
月
二
五
日
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〃

一
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○

ー

八

一

七

一

｛
ハ

一

五 八

平
成
六
年

’ 四 一

四 四

D

b

四 七 四 四 四 四
月

一 ﾆユ

九

ニ一

●

八 七 一

八 九 －

－
９

一 上 一 凸 ＝ 臼

、

甲
府
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

｡

〃

の 一 一

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

〃

法
務
省
大
臣
官
房
施
設
課
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

〃

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

Ｏ

法
務
省
大
臣
官
房
施
設
課
長
に
充
て
る

〃

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

〃

大
阪
地
方
検
察
庁
公
判
部
長
を
命
ず
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

〃

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

〃

－

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

〃

法
務
省

’
I

外
務
事
務
官
（
総
合
外
交
政
策
局
）
の
併
任
を
解
除
す
る

外

務

省

事

項
名
一
庁

法 務
一

省
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二
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一

里

一
ハ
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四

平
成
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二

年

一
一
一 七 九

一
一
一
月

‐ 一

○

△

八 七

一

一

七
日

〆
！

ロ
グ
Ｊ

〆

次
長
検
事
に
任
命
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省
保
護
局
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

事

項
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閣
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務

省

庁
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現
住
所

出
生
地
一

！Ⅲ１１１

年
一
月
一
日
一

flH
五
七

六
○
五
八

ﾛ

ﾉ､、

b弄一

一六

一
三
一
二
五

六
三
一
三
一
二
八

二

五

〃〃

一○

一
八
一
司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

三
一
一
東
京
大
学
法
学
部
卒
業

四
一
一

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

四
一
一
二
』
司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

〃
’
一
三
検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察

三
二
二
五
一
松
江
地
方
検
察
庁
検
事
に
配

一
一
二
一
宝
一
新
潟
地
方
検
察
庁
検
事
に
配

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

ウ

’

一
か
ね
て
大
津
地
方
検
察
庁
水
口
支

一
水
口
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

一
水
口
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命

水
口
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命

か
ね
て
大
津
地
方
検
察
庁
水
口
支

庁
検
事
）
に
任
命
す
る

松
江
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

新
潟
地
方
検
察
庁
長
岡
支
部
勤
務
を
命
ず
る

大
津
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

ず
る

部
勤
務
を
命
ず
る

事

4

氏出
生
年
月
日

旧
氏
名

項

名

野の

々の

芦

上臭

昭
和
三
○
年
五
月
一
七
日

司
法
試
験
管
理
委
員
会
一

最

法
務
省

法
務
省

庁

高

た
か
し

裁
判
所
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名

-二子＝

■■■■■■■■■■■■■■
壱豆



ー

2丁

八 〃
一
ハ 五 〃 四

一
一
一

、 。

平
成
二
年

四 四
一 一

八 〃

一
一
一

一

－
０
－ 四

月

一 一 一

一
一
一

△

九 〃

ｏ
一
一
一

一
一
一 一

日

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

Ｏ
Ｇ

。
●

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省

米
子
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

米
子
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

鳥
取
地
方
検
察
庁
米
子
支
部
長
を
命
ず
る

鳥
取
地
方
検
察
庁
米
子
支
部
勤
務
を
命
ず
る

鳥
取
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

（
期
間
は
平
成
六
年
二
月
三
日
ま
で
と
す
る
）

外

務

省

外
務
事
務
官
（
経
済
局
）
に
併
任
す
る

法
務
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
の
併
任
を
解
除
す
る

。
■
■

法
務
省

■

､

守

大
蔵
事
務
官
（
国
税
庁
調
査
査
察
部
）
の
併
任
を
解
除
す
る

国

税

庁

法
務
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
に
併
任
す
る

法

務

省

大
蔵
事
務
官
（
国
税
庁
調
査
査
察
部
）
に
併
任
す
る

国
税
庁

（
平
成
元
年
法
務
省
令
第
四
四
号
に
よ
る
）

法

務

省

大
津
地
方
検
察
庁
水
口
支
部
勤
務
を
免
ぜ
ら
れ
た

水
口
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

事

項

－

庁
名

法 務 省



竜一〒1 法 務 省
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年
一
一
一

一
○
一
七

三

四

一
五
一
四
一
一
一
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

一

七
＝ー

ノ、
ﾉノﾉノ〃〃〃

下
一
″
一

四
『
曇
、

ユ
〆

一一
、

ノ､
〃ﾉノ〃

アー

」
内
閣
官
房
地
方
分
権
推
進
室
参
事
官
を
命
ず
る

一
八
一
法
務
省
大
臣
官
房
秘
書
課
長
に
充
て
る

一
一
一

一
一
《

一
一

一

七
一
一 九 〃ﾉノ

一

〃

米
子
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

法
務
大
臣
官
房
参
事
官
に
充
て
る

大
蔵
事
務
官
（
国
税
庁
調
査
査
察
部
）
に
併
任
す
る

大
蔵
事
務
官
（
国
税
庁
調
査
査
察
部
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
刑
事
局
刑
事
課
長
に
充
て
る

法
務
省
刑
事
局
国
際
課
長
に
充
て
る

法
務
省
刑
事
局
刑
事
課
長
に
充
て
る

大
阪
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
に
併
任
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
大
臣
官
房
参
事
官
に
充
て
る

‐rtr
可可一

項

一|~雇
法I |庁lli"

’上

務

省|名尚

法

務

省

法法 国 国法｜内

務 務 税税務 〃〃〃〃〃

）
I

庁省｜閣 庁 省省
角 上
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月

凸
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一

九 〃

一

一
ハ 〃

C

e

一
ハ 九

ー

八
日

最
高
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

Fー司ー

〃

－

一ー

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

－
■

最
高
裁
判
所Ｉ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■－

最
高
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

‘ -△ ■匡

法

務

省
一

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

－－ －－ コ

ー

最
高
裁
判
所

1

法
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
〈
総
合
政
策
統
括
担
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に
充
て
る
こ
と
を
解
く
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法

務

省
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法
務
省
大
臣
官
房
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

■■

内
閣
官
房
地
方
分
権
推
進
室
参
事
官
を
免
ず
る

内

閣
」■■

解
除
す
る

- -- - -m ・ﾛ ‘

内
閣
事
務
官
肉
閣
官
房
内
鴎
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
の
併
任
を

生腹

か
ね
て
法
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
総
合
政
策
統
括
担
当
）
に
充
て
る

法

務

省
■■

法
務
省
大
臣
官
房
付
に
充
て
る

む
け

一 － ﾛｰ_ 一

内
閣
官
房
地
方
分
権
推
進
室
参
事
官
を
命
ず
る

〃

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
に
併
任
す
る

内
閣
官
房
地
方
分
権
推
進
室
参
事
官
を
免
ず
る

内

閣

解
除
す
る

や

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
の
併
任
を
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一

七
日

倫
理
監
督
官
を
命
ず
る

公
安
調
査
官
を
命
ず
る

公
安
調
査
庁
長
官
に
充
て
る

法
務
総
合
研
究
所
大
阪
支
所
長
の
併
任
を
解
除
す
る

最
高
検
察
庁
監
察
指
導
部
長
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
総
合
研
究
所
名
古
屋
支
所
長
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
総
合
研
究
所
大
阪
支
所
長
に
併
任
す
る

大
阪
高
等
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る
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大
阪
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

福
岡
高
等
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
総
合
研
究
所
名
古
屋
支
所
長
に
併
任
す
る

名
古
屋
高
等
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

名
古
屋
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

福
岡
高
等
検
察
庁
宮
崎
支
部
長
を
命
ず
る

福
岡
高
等
検
察
庁
宮
崎
支
部
勤
務
を
命
ず
る

福
岡
高
等
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

宮
崎
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る
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庁
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二
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察
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京
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検
察
庁
検
事
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二
一
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察
庁
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事
に
配
置
換
す
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阪
地
方
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庁
検
事
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戸
地
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地
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東
京
高
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検
察
庁
検
事
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配
置
換
す
る

大
阪
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

〃

大
阪
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
総
務
部
長
を
命
ず
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

神
戸
地
方
検
察
庁
特
別
刑
事
部
長
を
免
ず
る

1
1

〃

神
戸
地
方
検
察
庁
刑
事
部
長
を
命
ず
る

法
務
総
合
研
究
所
総
務
企
画
部
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

〃

神
戸
地
方
検
察
庁
特
別
刑
事
部
長
を
命
ず
る

神
戸
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

の
併
任
を
解
除
す
る

〃

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
総
務
企
画
部
付
、
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）

か
ね
て
法
務
総
合
研
究
所
総
務
企
画
部
付
に
充
て
る

法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る

に
併
任
す
る

〃

法
務
教
官
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法
務
総
合
研
究
所
総
務
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画
部
付
、

法
務
総
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所
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官
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察
庁
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法
務
総
合
研
究
所
仙
台
支
所
長
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
総
合
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究
所
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支
所
長
に
併
任
す
る
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高
検
察
庁
検
事
に
配
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す
る

仙
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高
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検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
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守
り
凸
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仙
台
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る
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路
地
方
検
察
庁
検
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す
る

大
阪
高
等
検
察
庁
刑
事
部
長
を
命
ず
る
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阪
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等
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察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
長
を
命
ず
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
阪
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
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大
臣
官
房
審
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国
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